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宮崎地方最低賃金審議会運営規程 

 

第１条 この規程は、宮崎地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事に関し、最

低賃金法及び最低賃金審議会令に定めるもののほか、必要な事項について定めるもの

とする。 

 

第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときのほか、宮崎労

働局長、５人以上の委員又は労働者代表委員、使用者代表委員及び公益代表委員各１

人以上を含む３人以上の委員から開催の請求があったとき、会長が招集する。 

２ 前項の規定により宮崎労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、

付議事項及び希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに会長に通知しなければ

ならない。 

３ 会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少なく

とも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、宮崎労働局

長に通知するものとする。 

 

第３条 会長は、審議会の議決により、特定の事案について事実の調査をし、又は細目にわ

たる審議を行うため、委員を指名して小委員会等を設けることができる。 

 

第４条 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を会長に適

当な方法で通知しなければならない。 

２ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ会長に適

当な方法で通知しなければならない。 

 

第５条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとする。 

３ 審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴く

ことができる。 

 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開とすることにより、個人情報の保護

に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害される

おそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ

るおそれがある場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。 

２ 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置を

とることができる。 

３ 会議の公開に関する諸手続き等については、別途「審議会公開要領」に定める。 

 

第７条 会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、会長及び会長の指名した委

員２人が確認するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、

個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不

当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、議事録の一部又は全部を非公開と



することができる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

４ 前３項の規定は、小委員会等について準用する。 

 

第８条 会長は、審議会が議決を行ったときは、答申書又は議決書をそれぞれ議事録の写し

を付してその都度宮崎労働局長に送付するものとする。 

 

第９条 この規程に定めるもののほか、小委員会等の議事運営に関し必要な事項は、小委員

会等の長が当該小委員会等に諮って定める。 

 

第１０条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

（附則） この規程は、平成元年 5月 9日から適用する。 

 

（附則） 改正後の規程は、平成 8年 4月 1日から適用する。 

 

（附則） 改正後の規程は、平成 9年 12月 12日から適用する。 

 

（附則） 改正後の規程は、平成 12年 5月 9日から適用する。 

 

（附則） 改正後の規程は、平成 13年 5月 10日から適用する。 

 

（附則） 改正後の規程は、平成 15年 5月 13日から適用する。 

 

（附則） 改正後の規程は、令和 3年 7月 2日から適用する。 

 



宮崎地方最低賃金審議会最低賃金専門部会運営規程 

 

第１条 この規程は、宮崎地方最低賃金審議会最低賃金専門部会（以下「専門部会」という。）

の、議事に関し、最低賃金法及び最低賃金審議会令に定めるもののほか、必要事項に

ついて定めるものとする。 

 

第２条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、専門部会長（以下「部会長」という。）

が必要と認めたときのほか、宮崎労働局長又は３分の１以上の委員から開催の請求が

あったとき、部会長が招集する。 

２ 前項の規定により宮崎労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、

付議事項及び希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに、部会長に通知しなけ

ればならない。 

３ 部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少な

くとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、宮崎労働

局長に通知するものとする。 

 

第３条 部会長は、専門部会の議決により、特定の事案について調査をし、又は細目にわた

る審議を行うため、委員を指名して小委員会を設けることができる。 

 

第４条 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を部会長に

適当な方法で通知しなければならない。 

２ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ部会長に

適当な方法で通知しなければならない。 

 

第５条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を受けるものとする。 

３ 専門部会は、部会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を

聴くことができる。 

 

第６条 会議は、原則として非公開とする。 

 

第７条 会議の議事については、議事録を作成するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、

個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不

当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、議事録の一部又は全部を非公開

とすることができる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

第８条 部会長は、専門部会が議決を行ったときは、宮崎地方最低賃金審議会に報告するも

のとする。 

 

第９条 この規程に定めるもののほか、議事及び運営に関し必要な事項は、専門部会の議決

に基づいて行う。 

 



第１０条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

（附則） 改正後の規程は、昭和 58年 7月 9日から適用する。 

 

（附則） 改正後の規程は、平成 8年 4月 1日から適用する。 

 

（附則） 改正後の規程は、平成 9年 12月 12日から適用する。 

 

（附則） 改正後の規程は、平成 12年 5月 9日から適用する。 

 

（附則） 改正後の規程は、平成 13年 5月 10日から適用する。 

 

（附則） 改正後の規程は、令和元年 8月 1日から適用する。 

 

（附則） 改正後の規程は、令和 3年 7月 2日から適用する。 

 



宮崎地方最低賃金審議会公開要領  

 

  宮崎地方最低賃金審議会運営規程第６条の規定に基づく会議の公開は、以下の要領によること

とする。 

 

１  公示 

     宮崎地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）を公開とする場合は、審議会を開催すること

とした日の１５日前（１５日前の日が休日あるいは祝日等の場合にあたっては、その前日）に宮崎

合同庁舎掲示板に公示する。 

   また、同時に宮崎労働局ホームページに掲載し案内することとする。 

 

２  公示内容 

    公示内容は、開催日時、場所、議題、傍聴人数、その他必要事項とする。 

 

３  傍聴の申込み 

（１） 申込みの受付は、公示の日から開始し、審議会の開催日の５日前（５日前の日が休日あるい

は祝日等の場合にあっては、その前日）を締切日とする。 

（２） 申込み方法は、メール又はファックスとする。 

 

４  傍聴者の確定及び通知 

（１） 傍聴人員は５名までとし、傍聴希望者がこれを上回った場合は抽選とする。 

（２） 抽選をした場合は、「傍聴者名簿」を作成し文書により通知するものとする。 

 

５  傍聴者への対応 

（１） 来場した傍聴者には傍聴者名簿に必要事項を記入させる。 

（２） 傍聴席には、あらかじめ席番を付しておくものとする。 

（３） 傍聴人には、事前に傍聴の遵守事項「傍聴に当たっての遵守事項」を配布して説明を行い、

審議会開始１０分前までに傍聴者名簿と同一番号の席に着席させる。 

（４） 遵守事項違反者には、遵守事項を説明し違反行為を止めさせる。なお、違反行為を止めない

場合は、「退去要求書」を手交し退去を命ずるものとする。 

 

６  報道関係者への対応 

（１）  カメラ等の撮影は審議会開始直前までとする。                      

（２）  記者は「傍聴に当たっての遵守事項」を厳守のうえ、会議を傍聴することができるものとする。 

 

７  その他 

（１） 傍聴希望者がある場合は、事前に会長へ報告する。 

（２） 本要領に基づく事務手続きは会長の指示を受けて事務局が行う。 

（３） 審議会の公開については、公示前に審議会運営規程第６条により会長が決定する。 

（４） 以上に定めたもののほかは、必要が生じた都度、会長が別途定めるものとする。 

 

８  施行期日 

   この要領は平成１５年３月１９日から施行する。 

（附則） 改正後の規程は、令和３年７月２日から適用する。 



  最低賃金審議会令第６条第５項採用に関する基本的考え方について  
 

                     平成   ３年１２月１７日  制定  

                     平成   ７年  ６月１９日  修正  

                     平成   ７年  ７月１１日  修正  

 平成１３年  ５月１０日  修正  

平成１４年  ７月２２日  修正

        

１  基本的考え方  

   地域別・産業別最低賃金の金額改正に係る専門部会の審議運営に当た

って平成４年度以降については、最低賃金審議会令第６条第５項を採用

することとする。  

   このことにより、今後は専門部会における専決をもって本審答申と同

一の効力を有することとする。  

 

２  運用方法  

 (１ ) 最低賃金審議会令第６条第５項の適用に当たっては、地域別・産業別

  最低賃金とも専門部会において「全会一致」で決議した場合に限ること

  とし、専門部会での結審に当たって労使いずれかの委員が「反対」の意思

  表示、又は、本審開催の「申立て」を行った場合については、従前どお

  り原則３日以内に本審を開催して審議のうえ、結論を下すものとする。  

 (２ ) 専門部会における専決に当たって「同令第６条第５項」の適用に労使

双方異議のなかった場合には、直ちに他の本審委員あて関係資料を送付

することとする。  

   なお、以後開催される本審において、その改正審議の経過説明を行う

ものとする。  

（３）各年度当初に開催される運営小委員会において、当該年度の金額改正

に係る専門部会の審議運営に、最低賃金審議会令第６条第５項を適用す

る旨公労使三者委員の合意をもって確認し、直後の本審の承認を得るこ

ととする。  



審議会令第６条５項適用の場合の流れ図 
 
 

 

 

専門部会               本 審 
 

 

《 全会一致の場合 》 

 

   

 

 

 

 

 

 

《 全会一致でない場合 》 

 

○ 採決の上、部会報告書を提示し

了解を得る 

○ 答申文を提示し、了解を得た上

で答申する 

○ 部会報告を行なう 

(答申は行わない) 

○ 公益委員見解を示し採決する 

○ 部会報告書を提示し了解を得る 

○ 部会報告を行なう 

○ 答申文を提示し、採決の上

答申する 



月 日
(令和３年度)

曜日 会 議 名 主 な 審 議 事 項 出欠

7月2日 金 第１回審議会
会長及び会長代理の選出、地賃改正諮問について、今後の
審議の進め方について

14/15

7月2日 金 運営小委員会
令和３年度審議会の運営、６条５項の採用について、本審
議事録のＨＰ掲載について

6/6

7月27日 火 第２回審議会
地賃改正決定に係る意見について、運営小委員会報告、地賃目安
の伝達、特定最賃改正必要性有無の諮問、検討小委員会の設置に
ついて

15/15

7月27日 火 第１回地賃専門部会
部会長等選出、最低賃金と生活保護費との比較結果について、地
賃改定に関する労使の基本的考え方について、今後の審議の進め
方（参考人聴取）について

9/9

8月3日 火 第２回地賃専門部会 参考人意見聴取、最低賃金に関する基礎調査結果、金額提示、金額審議 9/9

8月6日 金 第３回地賃専門部会 金額提示、金額審議 9/9

8月10日 火 第４回地賃専門部会 金額提示、金額審議、結審（採決：公労賛成・使側反対） 9/9

8月10日 火 第３回審議会 専門部会報告、採決、答申、地賃専門部会の廃止について 15/15

8月17日 火 第１回検討小委員会 産業別最低賃金の改正の必要性の有無について 8/9

8月18日 水 第２回検討小委員会 産業別最低賃金の改正の必要性の有無について 9/9

8月26日 木 第４回審議会
異議申出に対する審議・答申、検討小委員会報告、必要性
答申、産業別最低賃金の金額改正諮問

14/15

10月14日 木
第１回自動車（新
車）小売専門部会

基本的見解の表明、金額提示 9/9

10月15日 金
第１回電気機械器具等
製造業最低賃金専門部
会

基本的見解の表明、金額提示 9/9

10月25日 月
第２回電気機械器具等
製造業最低賃金専門部
会

金額審議、結審（全会一致）、専門部会報告書作成、答申 9/9

10月27日 水
第２回自動車（新
車）小売専門部会

金額審議、結審（全会一致）、専門部会報告書作成、答申 9/9

3月18日 金 第５回審議会
令和3年度特定（産業別）最低賃金の改正について（報告）
2022年度特定（産業別）最低賃金の改正に係る申出の意向表明について
実地視察・意見聴取について　令和4年度審議日程（案）について

15/15

令和３年度宮崎地方最低賃金審議会開催状況



令和４年 令和５年

7月 8月 9月 10月 11月 12月 3月

７日(木） ２日(火) 10日(水) 26日(金) 3月下旬
13:45～ 13:45～ 14:30～ 10:00～ 16:00～

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第６回
本 本審 本審 本審 本審 本審 本審

地賃諮問 運 改正決定の意見 部会報告 異議審 部会報告 意向表明
審議の進め方 営 運小報告 審議、採決 必要性答申 産別の答申
実地視察 小 必要性諮問 答申 産別改正諮問

審 意見聴取 委 中賃目安伝達 （必要性有の場合） （産別最賃専門部会が全会一致でなかった場合に開催）

員 （産別最賃の答申に対して異議申出があった場合は異議審を開催）

会

10/1(土)

10/6(木)

２日(火) ３日（水) 10日（水)
地 15:00～ 10:00～ 13:30～
賃 第１回部会 第２回部会 第３回部会
専 審議の進め方 参考人聴取 金額提示
門 生活保護比較 基礎調査結果 金額審議
部 基本的見解 金額提示 結審
会 金額審議

17日（水） 19日（金） 10月3日（月）～11月１日（火）
産 13:30～ 13:30～ 年内発効

別

最
必要性審議 必要性審議 基本的見解

賃 意見聴取 金額審議

中
賃
日
程

6/28
13:00
諮問

7/27
17:00～18：
00
答申

7/12・19・25
13:00～

7/26 15:00～
小委員会

6条5項採用
検討委設置
意見聴取日程調整

第1回
検討小委員会

第2回
検討小委員会

各産別専門部
会（2～3回で
結審）

地賃参考人
聴取につい

令和４年度　宮崎地方最低賃金審議会運営計画（案）

７日(木）
15:00～

実地視察

運営計画

県
最
賃
発
効
日

産
別
最
賃
発
効



　業種

　年度

円 円 　　　　％ 円 円 　　　　％ 円 円 　　　　％ 円 円 　　　　％ 円 円 　　　　％

15 605 0 0.00 633 1 0.16 660 1 0.15 646 1 0.16 674 1 0.15

16 606 1 0.17 634 1 0.16 661 1 0.15 647 1 0.15 675 1 0.15

17 608 2 0.33 636 2 0.32 664 3 0.45 649 2 0.31 678 3 0.44

18 611 3 0.49 639 3 0.47 668 4 0.60 652 3 0.46 681 3 0.44

19 619 8 1.31 647 8 1.25 677 9 1.35 660 8 1.23 689 8 1.17

20 627 8 1.29 654 7 1.08 684 7 1.03 667 7 1.06 696 7 1.02

21 629 2 0.32 656 2 0.31 687 3 0.44 669 2 0.30 699 3 0.43

22 642 13 2.07 657 1 0.15 691 4 0.58 674 5 0.75 708 9 1.29

23 646 4 0.62 660 3 0.46 695 4 0.58 678 4 0.59 712 4 0.56

24 653 7 1.08 663 3 0.45 699 4 0.58 681 3 0.44 720 8 1.12

25 664 11 1.68 670 7 1.06 707 8 1.14 687 6 0.88 731 11 1.53

26 677 13 1.96 678 8 1.19 716 9 1.27 695 8 1.16 742 11 1.50

27 693 16 2.36 678 0 0 728 12 1.68 705 10 1.44 752 10 1.35

28 714 21 3.03 678 0 0 740 12 1.65 705 0 0 767 15 1.99

29 737 23 3.22 678 0 0 755 15 2.03 705 0 0 784 17 2.22

30 762 25 3.39 678 0 0 775 20 2.65 705 0 0 804 20 2.55

R01 790 28 3.67 678 0 0 800 25 3.23 705 0 0 828 24 2.99

R02 793 3 0.38 678 0 0 803 3 0.38 705 0 0 832 4 0.48

R03 821 28 3.53 678 0 0 831 28 3.49 705 0 0 858 26 3.13

宮崎労働局　　賃　金　室

地域別 肉製品・乳製品製造業 電気機械器具製造業 各種商品小売業 自動車（新車）小売業

年次別最低賃金額及び引上額・引上率一覧表

時間額 引上額 引上率 時間額 引上額引上額 引上率

※　肉製品・乳製品製造業最低賃金は平成27年度から改正なし→平成27年10月16日から地域別最低賃金を適用。
　　 各種商品小売業は平成28年度から改正なし→平成28年10月1日から地域別最低賃金を適用。

時間額 引上額 引上率時間額 引上額 引上率 時間額 引上率



監督実施
事業場数

法第4条違
反事業場
数

違反率
（％）

適用される
最賃額を
知っている

金額は知
らないが、
最賃が適
用されるこ
とは知って
いる

最賃が適
用されるこ
とを知らな
かった

監督実施
事業場の
労働者数

最低賃金
未満労働
者数

最低賃金
未満労働
者数の比
率（％）

21 126 9 7.1 55.6 44.4 0.0 2,234 44 2.0

22 140 8 5.7 0.0 100.0 0.0 1,706 25 1.5

23 161 12 7.5 23.0 77.0 0.0 1,725 43 2.5

24 141 5 3.5 53.1 43.2 2.1 1,593 13 0.8

25 157 20 12.7 45.0 50.0 5.0 1,886 84 4.5

26 142 13 9.2 30.8 53.8 15.4 1,772 36 2.0

27 185 17 9.2 52.9 41.2 5.9 1,223 65 5.3

28 181 21 11.6 38.1 57.1 4.8 2,561 93 3.6

29 200 23 11.5 56.5 34.8 8.7 1,489 52 3.5

30 209 26 12.4 34.6 57.7 7.7 1,693 42 2.5

31 244 22 9.0 45.5 45.5 9.1 3,466 63 1.8

02 262 15 5.7 46.7 46.7 6.7 2,718 41 1.5

03 110 7 6.4 88.2 11.8 0.0 879 11 1.3

04 208 13 6.3 46.2 53.8 0.0 1,504 27 1.8

※令和４年は３月31日現在の数値です。
（注）　　各年とも1月～12月の間（21年は6月まで）の結果です。

最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果の推移
（宮崎労働局）

 
事
項
別
　
年

法 違 反 の 状 況 法違反事業場の認識状況（％） 最賃未満労働者の状況



（案） 

令和４年度 特定（産業別）最低賃金に関する関係労使意見聴取実施要領 

【宮崎県特定最賃の改正決定必要性の有無】 

 

１ 目的 

特定（産業別）最低賃金の決定等の必要性に係る審議に資するため、特定最低賃金改正

の申出を行った業種の関係労使それぞれの代表者から、その改正決定の必要性の有無に関

する意見を直接聴取する。 

 

２  実施日時 、実施場所 

    日時：令和４年８月中旬 １３時３０分～１５時００分 

（第１回本審後の運営小員会で確定）  

場所：宮崎合同庁舎 ２階 共用大会議室 （予定） 

 

３  実施主体 

    宮崎地方最低賃金審議会 産業別最低賃金審議会検討小委員会 

                  

４  推薦手続き 

（１）５月の日程調整時に、関係労使団体あて依頼する。 

（２）別紙１「推薦名簿」は第１回本審までに、関係労使団体から提出する。 

 

５  意見発表・聴取要領 

（１）意見発表者は意見を別紙２「特定最低賃金の改正決定の必要性の有無に関する意見 

書」（任意様式でも可）に記載し、８月10日（第１回検討小員会前）までに事務局へ提

出する。 

なお、やむを得ず当日持参する場合には、１１部を用意すること。 

（２）発表に当たっては、所属組合・企業だけではなく、できるかぎり所属する産業全体の 

意見も説明する。 

（３）意見書には発表の希望の有無を記載する。 

発表順は原則として、日本産業分類番号順とする。 

肉乳 → 電機 → 各種商品 → 新車小売 

（４）発表・聴取時間は１産業１５分とし、内訳は意見発表労使各５分、質疑５分とする。 

  ア 部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業 

         13:35～13:50   労働者側発表（質疑）、使用者側発表（質疑） 

イ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 

    13：55～14:10   労働者側発表（質疑）、使用者側発表（質疑） 

  ウ 各種商品小売業 

      14:15～14:30   労働者側発表（質疑）、使用者側発表（質疑） 

  エ 自動車（新車）小売業 

         14:35～14:50   労働者側発表（質疑）、使用者側発表（質疑） 

    



 宮崎労発基 0707 第１号 

                         令 和 ４ 年 ７ 月 ７ 日 

 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

    会長 松岡 優子 殿 

 

 

                        宮崎労働局長  

田中 大介 

 

 

        宮崎県最低賃金の改正決定について（諮問） 

 

 

最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第 12 条の規定に基づく、宮崎県最低

賃金（昭和 55年宮崎労働基準局最低賃金公示第 1号）の改正決定に関して、最

低賃金法第 10条第１項の規定に基づき、新しい資本主義のグランドデザイン及

び実行計画（令和４年６月７日閣議決定）及び新しい資本主義実行計画工程表並

びに経済財政運営と改革の基本方針 2022（同日閣議決定）に配意した、貴会の

調査審議を求める。 

 

 

 


